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令
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日（火）までに住民課　環境保全グループ
（役場１階２番窓口）に提出
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令和８年４月　　日　

器　材　貸　出　し　申　請　書

豊山町長

　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　地区委員　氏　　名
　　　　　　　　　　　　　　　
　清掃用器材を借用したいので、下記のとおり申請します。

記

１　借用器材の　　　一輪車（　　）　スコップ大（　　）　スコップ小（　　）
種類及び数　　　万　能（　　）　蓋上げ器（　　）

２　借用予定日　　　令和８年４月　　日（　）時刻：午前・午後　　時頃
[bookmark: _GoBack]　　　　　　　　　　※４月１６日（木）午後から貸出しできます。
　　　　　　　　　　※土曜日・時間外でも貸出可能です。（宿日直者が対応いたします。）

３　返却予定日　　　令和８年４月　　日（　）時刻：午前・午後　　時頃
· ４月１９日（日）午後２時頃までにご返却をお願いします。

４　貸出し・返却場所　　　役場北側の車庫

５　提　出　先　　　住民課環境保全グループ（１階２番窓口）
　　　　　　　　　　※４月１４日（火）までにご提出をお願いします。
※提出は、ファックス、メールでも可能です。　
※貸出を希望されない場合は提出不要です。

６　注意事項
（１）　器材を返却するときは、洗ってから返却してください。
（２）　器材を紛失しないようにしてください。
（３）　器材の数に限りがあるため、貸出数を調整することもあります。
（４）　参考２で令和７年度の貸出実績をお示ししておりますので、ご参照くだ
　　　　さい。

問合せ：住民課環境保全グループ　電話　２８－０９１６（直通）
ファックス　２８－２８７０
メール　kankyo@town.toyoyama.lg.jp
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参考２
)令和7年度器材貸出し実績
	地区名
	一輪車
	スコップ大
	スコップ小
	万　能
	蓋上げ器

	西之町第１
	１
	２
	２
	
	５

	西之町第２
	
	
	
	
	

	名栗第１
	
	
	
	
	

	名栗第２
	
	
	
	
	

	大門
	１
	
	
	
	３

	青塚第１
	４
	４
	
	
	６

	青塚第２
	
	
	
	
	　

	青塚第３
	
	
	
	
	

	伊勢山第１
	
	
	
	
	１

	伊勢山第２
	
	
	
	　
	　

	伊勢山第３
	３
	２
	４
	　
	３

	諏訪
	４
	６
	５
	６
	５

	新町南
	１
	
	
	
	

	新町北
	１
	
	
	
	

	中之町
	９
	９
	９
	９
	９

	新田第１
	
	
	
	
	

	新田第２
	
	
	
	
	　　　　　　　１

	新田第３
	
	
	
	
	

	豊山団地１
	
	
	
	
	

	豊山団地２
	
	
	
	
	

	分譲住宅
	
	
	
	
	

	栄
	９
	１２
	６
	８
	８

	下青山
	４
	５
	
	
	

	中稲
	
	
	
	　
	

	九十野
	６
	６
	６
	５
	１

	上西
	
	
	
	
	

	上東
	
	
	
	
	

	合　　計
	４３
	４６
	３２
	２８
	４２



